
２００３．３．１ （３）

農 業 回 収 日 程 表
時　間期　日会　場

午前９時～１１時３月１８日（火）鶴 川 支 店
午後１時～３時３月１８日（火）町 田 支 店
午前９時～１１時３月１９日（水）忠 生 支 店
午後１時～３時３月１９日（水）堺 支 店
午前９時～１１時３月２０日（木）南 支 店

○
資
格　

４
月
１
日
現
在　

歳
〜　

２２

５０

歳
の
、
大
学
ま
た
は
大
学
院
で
心
理
学

９
月
、　

月
（
登
録
月
）
の
１
日
を
基

１２

準
と
し
て
、
２
日
に
登
録
す
る
も
の
で

す
。

○
縦
覧
期
間　

３
月
３
日
（
月
）
〜
７

日
（
金
）

○
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

○
縦
覧
場
所　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
（
森
野
分
庁
舎
２
階
）

□問
 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
11
７
２
４

・
２
１
６
８

　

Ｊ
Ａ
町
田
市
で
は
、
左
表
の
日
程
で

不
要
と
な
っ
た
農
薬
（
登
録
の
な
い
輸

入
農
薬
、
登
録
が
無
く
な
っ
た
農
薬
、

洗
化
工
事
（
浄
化
槽
か
ら
の
切
り
替
え

工
事
を
含
む
）
を
勧
誘
す
る
業
者
が
い

る
よ
う
で
す
。
市
で
は
技
術
的
に
一
定

の
水
準
を
有
す
る
者
が
専
属
し
、
市
長

が
指
定
を
し
た
工
事
店
で
な
い
と
水
洗

化
工
事
が
で
き
な
い
指
定
工
事
店
制
度

を
と
っ
て
い
ま
す
。
工
事
を
申
し
込
む

際
に
は
、
必
ず
指
定
工
事
店
か
ど
う
か

確
認
し
て
契
約
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

【
悪
質
な
業
者
に
ご
注
意
を
】

　

市
内
各
所
で
、
市
役
所
の
方
か
ら
来

た
と
称
し
て
、
各
家
庭
を
訪
問
し
、
汚

水 
枡 
・
汚
水
配
管
等
の
清
掃
・
点
検
を

ま
す

し
て
高
額
な
料
金
を
請
求
す
る
業
者
が

い
る
よ
う
で
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
よ
う
な
依
頼
は
一
切

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

公
共
汚
水
枡
の
点
検
に
つ
い
て
は
、

８
年
に
１
回
程
度
、
市
が
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

宅
地
内
の
汚
水
管
の
つ
ま
り
・
悪
臭

等
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
町
田
市
排
水

設
備
工
事
指
定
工
事
店
に
ご
相
談
下
さ

い
。

□問
 

下
水
道
部
業
務
課
11
７
２
０
・
１
８

３
３

い
た
だ
く
た
め
に
、　

音
順
で
品
目
ご

５０

と
に
分
別
区
分
を
表
示
し
た
「
資
源
と

ご
み
の
分
別
ガ
イ
ド
」
を
作
成
し
ま
し

た
。
集
積
所
か
ら
収
集
し
た
ご
み
の
中

に
は
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
の
資
源
が
混

入
し
て
い
ま
す
。
ま
た
分
別
区
分
を
誤

っ
て
出
さ
れ
た
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。「
資
源
と
ご
み
の
分
別
ガ
イ
ド
」

を
使
っ
て
正
し
く
分
別
し
て
下
さ
い
。

配
布
は
３
月
中
ご
ろ
の
予
定
で
す
。
３

月　

日
を
過
ぎ
て
も
届
か
な
い
場
合
は

２０
ご
連
絡
下
さ
い
。

　

な
お
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
分
別
を

実
施
し
て
い
る
地
区
（
金
森
・
小
川
・

つ
く
し
野
・
南
つ
く
し
野
・
鶴
間
の
各

一
部
地
域
）
の
方
に
は
、
９
月
ご
ろ
配

布
す
る
予
定
で
す
。

□問
 

環
境
総
務
課
11
７
９
７
・
０
５
３
０

を
所
有
し
て
い
る
方
に
は
、
水
洗
化
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
指
定
工
事
店
名
簿
を

配
布
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
利
用
開
始
に
伴
い
、

図
面
等
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

○
期
間　

３
月
４
日（
火
）〜　

日（
水
）

１２

※
土
・
日
曜
日
は
除
く
。

○
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

○
場
所　

下
水
道
部
業
務
課
（
成
瀬
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
内
）

【
切
り
替
え
工
事
に
つ
い
て
】

　

く
み
取
り
便
所
（
し
尿
浄
化
槽
を
含

む
）
を
水
洗
便
所
に
改
造
す
る
工
事

は
、
指
定
工
事
店
に
依
頼
し
て
下
さ

い
。
な
お
、
水
洗
便
所
改
造
資
金
貸
付

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
下
さ

い
。

【
水
洗
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期

限
】

　

く
み
取
り
便
所
の
家
庭
は
、
３
年
以

内
に
改
造
工
事
を
、
浄
化
槽
使
用
の
家

庭
は
遅
滞
な
く
（
１
年
以
内
に
）
切
り

替
え
工
事
を
し
て
下
さ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

【
工
事
は
必
ず
指
定
工
事
店
で
】

　

市
の
指
定
工
事
店
と
偽
り
、
下
水
道

利
用
（
予
定
）
区
域
内
で
、
宅
内
の
水

ご
　
案
　
内�

　

町
田
市
の
庁
舎
問
題
に
つ
い
て
検
討

し
ま
す
。
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
あ

ら
か
じ
め
企
画
調
整
課
（
11
７
２
４
・

２
１
０
３
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

３
月　

日
（
月
）
午
後
１
時

１７

　

分
〜
４
時

３０○
会
場　

す
み
れ
会
館
第
１
会
議
室

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

３０

募
　
　
　
集�

教
育
相
談
員（
非
常
勤
）

教
育
相
談
所

臨

時

指

導

員

町
田
市
学
童
保
育
ク
ラ
ブ

　

各
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
に
在
籍
す
る
学

童
（
障
が
い
児
を
含
む
）
の
保
育
及
び

介
助
の
仕
事
で
す
。

○
資
格　

小
学
校
教
諭
免
許
、
幼
稚
園

教
諭
免
許
、
保
育
士
の
い
ず
れ
か
の
資

格
を
お
持
ち
の
方

○
勤
務
日　

毎
週
月
〜
金
曜
日
と
指
定

さ
れ
た
土
曜
日

○
勤
務
時
間　

午
後
２
時
〜
６
時
（
変

更
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）

○
勤
務
場
所　

市
内
学
童
保
育
ク
ラ
ブ

○
募
集
人
員　

若
干
名

○
応
募　

履
歴
書
に
写
真
を
張
り
、
資

格
証
明
書
の
写
し
を
添
付
し
、
３
月　
１４

日
ま
で
に
青
少
年
課
（
11
７
２
４
・
２

１
８
２
）
ま
た
は
町
田
市
学
童
保
育
公

社
（
11
７
２
０
・
２
１
９
１
）
へ
。

　

町
田
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

運
営
審
議
会
を
行
い
ま
す
。
傍
聴
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
市
政

情
報
や
ま
び
こ
」
（
11
７
２
４
・
８
４

０
７
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

公
開
し
て
い
ま
す�

　
　

ミ
リ
映
写
機
の
各
機
能
が
正
常
に

１６
作
動
し
、
フ
ィ
ル
ム
を
損
傷
す
る
お
そ

れ
が
な
い
か
検
査
す
る
も
の
で
す
。

合
格
し
た
映
写
機
に
は
１
年
間
有
効
の

検
定
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

　

こ
の
検
定
に
合
格
し
ま
せ
ん
と
公
立

の
フ
ィ
ル
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
か
ら
フ
ィ

ル
ム
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

会
場
ま
で
映
写
機
を
お
持
ち
下
さ
い
。

○
期
日　

３
月　

日
（
木
）
午
前　

時

１３

１０

〜　

時　

分
、
午
後
１
時
〜
４
時
▽
３

１１

３０

月　

日
（
金
）
午
後
１
時
〜
４
時

１４
○
会
場　

森
野
分
庁
舎
１
階
会
議
室

○
申
し
込
み　

社
会
教
育
課
（
森
野
分

庁
舎
内
、
11
７
２
４
・
２
１
８
１
）へ
。

　

ミ
リ
映
写
機
検
定

１６

運

営

審

議

会

町
田
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

ご

覧

下

さ

い

選
挙
人
名
簿

　

選
挙
人
名
簿
（
定
時
登
録
）
を
ご
覧

（
縦
覧
）
い
た
だ
け
ま
す
。
今
回
の
定

時
登
録
で
新
た
に
登
録
さ
れ
る
の
は
、

昭
和　

年
３
月
２
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

５８

方
で
、
平
成　

年　

月
１
日
ま
で
に
転

１４

１２

入
届
を
し
、
引
き
続
き
平
成　

年
３
月

１５

１
日
ま
で
町
田
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

記
載
さ
れ
て
い
る
方
で
す
。

※
定
時
登
録
と
は
毎
年
３
月
、
６
月
、

語
学
サ
ー
ク
ル

町
田
国
際
協
会

　

異
文
化
理
解
と
国
際
交
流
に
必
要
な

知
識
の
習
得
を
目
指
し
ま
す
。

○
対
象　

会
員
、
一
般
の
方
（
た
だ

し
、
サ
ー
ク
ル
入
会
後
に
会
員
に
な
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
）

○
日
時
・
科
目　

第
１
・
３
土
曜
日

午
後
〜
夜
間
＝
韓
国
語
（
初
級
・
中

級
）
、
中
国
語
（
初
級
・
中
級
）
、
英

語
（
中
級
）
▽
第
２
・
４
土
曜
日
、
午

後
〜
夜
間
＝
ス
ペ
イ
ン
語
（
初
級
・
中

級
）
、
仏
語
（
初
級
）
、
独
語
（
初

級
）
▽
第
１
・
３
月
曜
日
、
夜
間
＝
仏

語
（
中
級
）
▽
第
２
・
４
月
曜
日
、
夜

間
＝
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
（
初
級
）

○
期
間　

４
月
〜
２
０
０
４
年
２
月

○
会
場　

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

○
定
員　

各
サ
ー
ク
ル　

〜　

人

２０

３５

（
抽
選
）

○
申
込
期
間　

３
月
６
日
〜　

日
１２

○
申
し
込
み　

往
復
ハ
ガ
キ
に
、
希
望

サ
ー
ク
ル
名
・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
を
記
入
し
、
町
田
国
際
協
会
（
〒　
１９４

－

０
０
１
３
、
原
町
田
４－

９－

８
、

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
内
、
11
７
２
２

・
４
２
６
０
）
へ
。

※
詳
細
は
国
際
協
会
事
務
局
カ
ウ
ン
タ

ー
の
案
内
チ
ラ
シ
を
ご
覧
下
さ
い
。

回

収

し

ま

す

無
登
録
・
失
効
・
期
限
切
れ
農
薬

　

市
で
は
、
「
資
源
」
と
「
ご
み
」
を

き
ち
ん
と
分
別
し
て
集
積
所
に
出
し
て

資
源
と
ご
み
の
分
別
ガ
イ
ド

ご
利
用
下
さ
い

11
７
２
４
・
２
１
６
６

　

３
月　

日
（
木
）
か
ら
、
つ
く
し
野

１３

四
丁
目
の
一
部
で
公
共
下
水
道
が
利
用

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
、
利
用
が
で
き
る
区
域
に
建
物

　

提
出
期
限
は
３
月　

日
（
月
）
ま

１７

で
で
す
。

　

受
付
時
間
は
午
前
８
時　

分
〜
午

３０

後
５
時
で
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
・
都
民
税

に
つ
い
て
は
市
役
所
市
民
税
課
（
11

７
２
４
・
２
１
１
４
〜
５
、
２
１
１

７
）
、
所
得
税
、
贈
与
税
、
消
費
税

に
つ
い
て
は
町
田
税
務
署
（
11
７
２

８
・
７
２
１
１
）
、
事
業
税
に
つ
い

て
は
町
田
都
税
事
務
所
（
11
７
２
８

・
５
１
１
１
）
へ
お
願
い
し
ま
す
。

※
い
ず
れ
も
土
・
日
曜
日
は
お
休
み

で
す
。

　

市
・
都
民
税
、
所
得
税
、
事
業
税
の
申
告
書
の
提
出
期

限
は
３
月　

日
（
月
）
で
す
。

１７

　

期
限
間
近
に
な
り
ま
す
と
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
の

で
、
申
告
書
は
お
早
め
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

※
個
人
事
業
者
の
消
費
税
の
申
告
と
納
税
は
３
月　

日
３１

（
月
）
ま
で
で
す
。

　

申
告
書
の
提
出
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

申申
告
は
お
済
み
で
す
か

告
は
お
済
み
で
す
か

申
告
書
の
提
出
期
限
は
３
月　

日
（
月
）
ま
で

１７

町
田
市
庁
舎
問
題

検

討

委

員

会

１
時
〜
４
時
で
す
（
土
・
日
曜
日
を

除
く
）。

　

市
・
都
民
税
の
申
告
は
、
３
月　
１７

日
（
月
）
ま
で
市
役
所
１
階
市
民
フ

ロ
ア
ー
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
受

付
時
間
は
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後

　

事
業
税
の
申
告
は
、
町
田
都
税
事

務
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

○
日
時　

３
月　

日
（
月
）
午
後　

時

１０

１０

〜
正
午

○
会
場　

市
役
所
中
町
分
庁
舎
２
階
第

１
会
議
室

★会社等を退職したとき
　　退職日の翌日が国民年金の加入日となります。年金手帳と、
　離職票などの退職日のわかるものをお持ち下さい。
　　被扶養配偶者のいる方は、その方の手続きも必要です。
★厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養に入ったとき
　　健康保険の届出と一緒に勤務先の会社または共済組合へ届出
　します。
★厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養から抜けたとき
　　収入増加や離婚等により、配偶者の扶養でなくなったとき
　は、切り替え手続きが必要です。年金手帳と、扶養から抜けた
　日のわかるものをお持ち下さい。
★配偶者が転職したとき
　　引き続き配偶者の扶養になるときは、健康保険の届出と一緒
　に新しい勤務先の会社または共済組合に届出することになりま
　す。

□問 国保年金課11７２４・２１２７

―　国　民　年　金　―
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水道局（水道部）の名をかたる
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　おかしいと思った時は、身分証明書の提
示を求めるとともに、町田市水道部11７２２・
３１１１（代）までお問い合わせ下さい。
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　水道局（町田市水道部）では、次のよう
なことは、一切行っていません。

　お客様からのご依頼のない水質検査、
蛇口など器具類・浄水器の交換・販売・
 斡  旋 、水道メーター交換代金や水質・漏
あっ せん

水調査代金の請求、水道管の清掃、お客
様の家を訪問しての水道料金の集金（引
っ越し時清算等を除く）、銀行口座等への
水道料金の振り込み依頼


